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国連総会における核軍縮関連決議案と作業部会について（要請）

　今年の国連総会第一委員会においては、核兵器の非人道性とその禁止・廃絶に向けた重要な

決議案が複数採択されました。１０月３０日付の書簡にて私たちが列記した、核兵器の人道上の結

末（Ｌ．３７）、核の禁止・廃絶への人道の誓約（Ｌ．３８）、核なき世界への倫理上の要請（Ｌ．４０）、

そして多国間核軍縮交渉の前進（Ｌ．１３/Rev.１）といった一連の決議です。

　日本政府は、核兵器の人道上の結末に関する決議（Ｌ．３７）には賛成したものの、上述の他の

決議すべてについて棄権しました。被爆国として核兵器の禁止と廃絶に向けたリーダーシップを

発揮すべき日本がこのような消極姿勢に終始したことについて、私たちは深い落胆を禁じ得ませ

ん。

　この背景には、核兵器の非人道性と禁止論に対する米国をはじめとする核兵器国の強い反発

があったと報じられています。実際、米国の「核の傘」に依存する国々は、これらの決議に軒並み

反対または棄権しました。日本もそうした動きに同調したとみられますが、核兵器の人道上の結末

に関する決議については、これまでの立場を踏襲して賛成しました。その結果日本は、「核の傘」

に依存する国としては唯一、同決議に賛成投票した国となりました。これに対して米国ほか核兵器

国は、日本提案の決議（Ｌ．２６）に棄権または反対するという態度に出ました。

　被爆国日本としては、来る１２月７日の国連総会本会議での投票において、核兵器の非人道性

に関する決議に重ねて賛成するのは当然のことです。そして、第一委員会で棄権した他の決議に

ついても賛成投票をするよう改めて要請します。

　さらに、「多国間核軍縮交渉の前進」決議に基づき、来年にはジュネーブで最大計１５日間、核

兵器のない世界に向けた法的措置や法的規定・規範を議論する公開作業部会が開催されます。

これは、核兵器の禁止と廃絶に向けた議論を前進させるまたとない好機です。日本政府は同作業

部会に参加することを表明し、今から準備を開始してください。私たちＮＧＯ・市民は、日本が同作

業部会で建設的な役割を果たすための助力を惜しみません。
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